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勝五郎の胎内記憶と江戸の胎教論 小泉吉永

第1部 勝五郎の胎内記憶

○ある救命救急ドクターの夫と看護師の妻のドキュメンタリー「不妊と流産を乗り越えて」(約8分)

＊YouTube公開動画（https://www.youtube.com/watch?v=BeMjgveyAhk）より

○胎内記憶の研究（池川明著『胎内記憶』、角川SSC新書）
い け が わ

・池川明氏、1999年頃から研究開始、胎内記憶研究の第一人者。

・1300年以上前のチベット医学書や中国仏典における胎児・胎内把握の正確さに驚嘆。

・胎内において胎児は五感が機能し、知覚も意思もあることが明らかに。 → 長野県の保育園・幼稚園の3601組の親子を対象

にしたアンケート調査では、子供の3人に1人の割合で「暗くて温かかった」「水の中に浮かんでいた」「お母さんの声が聞こ

えていた」などの胎内記憶（胎芽から誕生直前までの胎児の記憶）が残っていた。
た い が

・以上の事実から、池川氏は、「妊婦だけでなく父親も妊婦の腹部（胎児の心臓が位置する場所）に手を当てて優しく話しかけ

る」「胎児との対話（胎話）を心掛け、母子で分娩を乗り切る」など、胎内記憶を活かした分娩や育児を推奨。

○勝五郎が語る死後の世界と胎内記憶──山口起業の『神判記実』を読む
お き な り

・『神判記実』は半紙本10編20巻20冊、山口起業編、明治7～10年（1874-77）刊、［伊勢］神

宮教院蔵板。伊勢神宮宮司の編者が、神の報いや神罰・霊験にまつわる各地の伝承や

実録を集めたもので、各話に教訓画を挿む。

・5編上巻冒頭に「武蔵国多摩郡なる藤蔵が再生して六とせ幽冥にありたるよしを語れ
む さ し の く に た ま ご お り

る話」と題して、勝五郎生まれ変わり物語を所収。
わ

■左から姉ふさ14歳、兄乙次郎13歳、勝五郎8歳（このほか、妹つね3歳。末妹うたは誕生前）
まつまい



*1 文政5年（1822）11月、勝五郎8歳。この時、姉ふさ14歳、兄乙次郎13歳、妹つね（なか）3歳。本書に記載の年齢には誤りがある。

*2 門の近くの田圃の畔。
あぜ

*3 泣いて不平を言う。

*4 すぐに。にわかに。

*5 すかしなだめて尋ねると。

*6 容易に聞き入れるわけにもいかない。

*7 「半四郎の所へお出かけください（連れて行ってください）。以前の両親に会いたい」。

*8 怪しかる事＝異様な事。
け

*9 泣いてせがみ、責め立て悲観するので。

*10 なだめきれずに。（怒りや不満などを）やわらげ静めることができずに。

*11 龕＝もと、仏像を安置する厨子。後に、棺や棺台。
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神判記実五編巻之上 ＊冒頭「武蔵国多摩郡なる藤蔵が再生して六とせ幽冥にありたるよしを語れる話」
む さ し の く に た ま ご お り わ

武蔵国多摩郡中野村の百姓に［小谷田］源蔵といへるあり。其子の勝五郎といへるが、八歳に成
む さ し の く に た ま ご お り や つ

れるとき*1、門田*2の畔に遊戯れ居たるが、風と其兄の乙次郎といへるに、「兄はもと、何処の子にて、
か ど た く ろ あそびたわむ ふ お と じ ろ う い ず こ

今の家には生れつるぞ」と問ふに、乙次郎「我は知らず」と答ふ。また、姉のふさに向ひ同じさま

に問ふに、姉は是時十五歳にもなれるを以て、勝五郎が問ふ趣を不測におもひながら「笑しき事を
こ の と き おもむき ふ し ぎ お か

問ふものかな。生れぬ先のことの知るゝものかは」と嘲けるに、勝五郎はひとりいぶかしきおもゝ
あ ざ

ちにて「然ば、兄も姉も、生れぬ先の事はしり給はぬにや」と云ふに、姉のいふやう「然らば、汝
さ ら さ なんじ

は知れりや」といふに、「我はもと程窪村の久兵衛の子にて、藤蔵といひたりし」と語るに、姉と兄

とはあやしみて、「然らば、いそぎ其事を父母に告げてむ」といふに、勝五郎いたくわびて「人の皆
さ ち ち は は

しらぬ事を独しれりといはゞ、人の笑ひ侍りなむ。かならず父にも母にも、余所人にも、語りきこ
ひとり よ そ び と

えたまふな」と泣きかこつ*3にぞ。「然らば此後、姉と兄とのいひ入るゝ事をあらがひなば、必ず告
こ の の ち つ げ

てむ」と約して止みぬ。
や

斯くて此後、ものあらがひする事あれば、何時も「かの事を父母に告げてむ」といへば、頓に*4や
か こ の の ち い つ と み

めたりしかば、両親はあやしみ思ひて、姉のふさに問ふに、始はつゝみて云はず。されど、両親は
ふ た お や はじめ ふ た お や

いかばかりの悪しき事やあると気遣ひて、密にふさに責め問ひければ、ふさは止む事を得ず、あり
ひそか や

し事がらを語るに、両親も祖母もいたく不審くおもひて、勝五郎をさまざますかし拵へて尋るに*5、
ふ た お や お お ば い ぶ か し こしら たずぬ

しぶしぶ語り出けるやうは、「我はもと、程凹村の［須崎］久兵衛(後の藤五郎)が子にて、母の名は阿
い で ほ ど く ぼ む ら お

しづといへり。父の久兵衛は、わが幼き時に死て、半四郎といへるが来りて、後の父となりぬ。さ
う せ き た

て、我は六歳になりける時、疱瘡(天然痘)を病みて死たるが、後に此家に生れたり」といふ。
む つ や し に

余りに奇しき物語なれば、容易く聞とるべきにもあらず*6と念ひて打過けるに、勝五郎の妹(つね)
あ や た や す お も う ち す ぎ

の四歳になれるが母と共に臥すを以て、勝五郎は常に祖母(つや)の被(夜着)に寝たるに、或夜、勝
よ つ ふ お お ば よ ぎ あ る よ

五郎、祖母にいふやう「程窪の半四郎許いでゆき給へ。先の両親に逢まほし*7」といふ。祖母も始は
お お ば が り ふ た お や あ わ お お ば はじめ

けしかる事*8に思ひ、打まぎらし居たるが、夜毎に泣かこちて責めわぶるに*9、祖母も今はこしらへ
な き お お ば

かねて*10「然ば、此処に生れつる先のことを委しく語るべし」といふに、「さらば、父母をおきては余所人
さ ら こ こ く わ よ そ び と

に語りたまふな」と堅く口かためて、偖いへるやう、
さ て

前生の事、四歳ばかりまでは能く覚えて有つるが、漸々に忘れたり。疱瘡を病て死ぬ命にて
さ き の よ よ つ よ あ り や や や や や み

はなかりしかど、薬を食せざりし故に死たるなり。其時、己は疱瘡病たりといふことは知らね
く わ し に や み

ど、死て後、人のいふを聞て知りたり。息の絶る時は何の苦しみもなかりしが、暫して苦しか
し に た ゆ しばし

りき。其後は少しも苦しき事はあらず。屍を桶の中につよく押入るゝ時、飛出て傍に居り、山
そ の の ち かばね う ち と び い で かたわら

に葬りにもてゆく時は、龕*11の上の白き覆の上に乗りて行たり。桶を穴に落し入れたる時、其音
ほうむ が ん おおい ゆ き

の響きたる事心にこたへて、今も能く覚えたり。
む ね よ

2021年9月4日 日野市郷土資料館講演



*12 御嶽（御岳）信仰（木曽の御岳山に対する信仰）で崇拝する神様。御岳信仰は、狭義には木曾の御嶽山に対する信仰。広義には山を、神な
おんたけ

いし神の住むところとして神聖視する古代からの山岳崇拝。

*13 黙ってそのままに捨て置くことができなくて。

*14 私に頼んでここへよこした。

*15 恨んで愚痴をこぼした。恨み歎いた。
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それより人々につきて家に帰り、机の上に居て「我は此処にあり」といひて、人々に物いひ
こ こ

かけたれど聞つけず。只、(己が)死したる事を語りあひて泣き哀しみたり。其時、白髪を長く
き き

垂れたる翁の「此方へ来よ」とて誘ひ給ふに従ひて、何処とも知らず次第に高き奇麗なる芝原
こ な た いざな い ず こ

に行て遊びありき、又、花の盛りなる処に遊びたるほどに、家にて親等のもの云ふも聞え、食物
お や た ち き こ く い も の

を供へたるも、温なるは湯気の香ひて甘く覚えたり。
あたたか ゆ げ に お

斯て遊びあり経るほどに、或時、翁と此家(小谷田家)の向ひの路を通るとき、此家を指て「彼
か く ふ み ち

家に生れよ」と曰ふまゝ、庭の柿の木の本に三日佇居て、それより窗の穴より内に入り、竃の側
のたま たたずみい ま ど かまど かたわら

にまた三日居て、其後、母の腹のうちに入りたりとおもはるれど、能くは覚えず。扨、其時、
そ の の ち よ

母の何処なるらむ、遠き所に行きたまふ事を父と語り給ひしを聞とりたり。
い ず こ

と云へり。此事は、源蔵が家は貧しき上に子も二人持て、老母を養ふに侘しければ、妻はしばし江
おいたるはは わ び

戸に奉公に出なむと約しつる事にて、其後、其事をはたしつるが、既に懐胎したりし故、暇乞て家
い で そ の の ち いとま

に帰りて勝五郎を生り。此事は、勝五郎が今いふにつけておもひ出る事にて、夫婦の外は知らぬこ
う め い ず ほ か

となりしを聞とりて覚え居たるもいとあやし。
き き

然して、腹の内にて母の苦しからむとおもふ事のあれば、側によりて居たるもおぼえあり。
し か かたわら

生るゝ時は、何の苦しき事もなかりし。この外何くれの事、四歳、五歳までは能く覚えて有し
ほ か よ つ い つ つ

かど、漸々に忘れたり。死する事はおそろしからぬものなり。己を死せりと人のいひし故に、死
や や や や し に

たるぞと心付き、亡体も見ゆれど、自らは其時に死たりとも思はざりき。苦しみも人の見る目
な き が ら し に

ほどはくるしからず。死して居たる間は、腹飽きて食ふ事もせず。暑しとも寒しともおもはず。
あ ものく

また、夜もさばかり闇からず。歩みにあゆめども疲るゝ事なく、翁のもとにだに居れば、何の恐
よ く ら おそろ

しき事もなし。「六年過て生れたり」と聞けど、彼方にてはしばしの間とおぼえたり。御嶽さま*12

む と せ か な た ほ ど み た け

も「死する事は恐からぬもの」と宣ひたり。
こ わ のたま

となむいひける。祖母も此を聞くより奇しみを重ねけるに、或とき、老嫗どち集へる所にて「程窪
お お ば こ あ や お お ば つ ど

村に久兵衛といふ人のあるを知り給へる人やおはす」と問ふに、一人がいふやう「己は知らねども、彼
か の

村人に因あるあれば、問ひ合せて参らせなむ。さるにても、何の事ありて尋ね給はらむ」といふに、黙止
ちなみ も だ し

かねて*13事のよしをあらまし語りきこえけり。

さるほどに、文政六年の正月七日のことになむ、程窪村の老人某が源蔵の家許来ていふやう、「己
む つ き な の か い え が り

は程窪村の半四郎に親しき者にて侍り。先日、久兵衛が事を尋ね問ひ給へるよしなるが、久兵衛と
は べ さ き の ひ

いひしは若きほどの名にて、後に藤五郎と改め、今より十五年前、文化三年に身罷りて、今は村の中
ぜ ん み ま か う ち

に其名を知れるもの侍らず。其妻の後の夫は半四郎と称ひ侍り。此頃、久兵衛が子なりし藤蔵の疱
い こ の こ ろ

瘡を病みて、往し文化七年二月に六歳にて死したりしが、此家に再生せしよしを聞て、事の本末を
い に む つ も と す え

問ひきかまほしがりて、己にあとらへて遣せたる*14なり」といふに、其言の勝五郎が語る旨に能く符合
お こ そ の こ と よ か な

ふに、互に奇しみを重ねつゝ老人は帰りにけり。
かたみ あ や

是より此事人多くしりて勝五郎を見むとて来る人多きに、勝五郎は恥て、其後は外に出ず。「かゝ
く そ の の ち い で

ればこそ口がためつるに、人に語り給ひしまゝ、斯く有けれ」といひて恨みかこち*15けり。……さて、此
か こ の

勝五郎が幽冥にありつるほど、誘ひ給へる老翁の事をおもひ合すに、勝五郎が姉の夢に時として見
いざな お き な

えたまへる本居神(産土神)の御すがたと同じよしなれば、正しく本居神に坐せる事疑ひあらずと、
う ぶ す な の か み ま さ う ぶ す な の か み ま

人皆いひけるとなむ。
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［勝五郎の前世記憶と胎内記憶］

【藤蔵時代の記憶】

○文化7年（1810）2月4日に6歳で死去した程久保村の須崎藤蔵の記憶（地名や家の場所、家族構成、死因等）をとどめ、文化12

年10月10日生まれの勝五郎8歳が文政5年（1822）11月、前世の記憶を家族に語る（この後、文政6年1月20日、勝五郎は祖母つ

やと程窪村の須崎家を訪問）。

○4歳くらいまでは前世の記憶をよく覚えていたが、徐々に忘れた。

○疱瘡で死ぬ命ではなかったが服薬できずに死んだ。疱瘡という病名は死後に知った。

○絶命の瞬間は何の苦しみもなく、その後一時的に苦しくなったが、その後は全く苦しいことはなかった。

○葬儀時（棺の運搬や埋葬の時）やその後の様子を記憶。自宅では机の上にいたが誰も気付かず、家族・親族が悲しんだ。

○死ぬことは恐いことではない。「自分が死んだ」と人々が言うので、死んだと思った。自分の遺体を見ても、自分が死んだと

は思わなかったし、死は他人が思う程の苦しみではなかった。

【死後の世界＝幽冥界の記憶】

○その直後、白髪の翁に導かれるままに、奇麗な野原や花畑で遊んだが、家族の声に気付き、仏前の供物も覚えていた（温かい

食物は湯気の香りが甘く感じた）。

○その後しばらくして、翁と小谷田家の前を通った時に、翁が「この家に生まれよ」と命じた。そこで庭の柿の木の上に3日間止

まり、その後、窓の穴から家の中に入って竃の側に3日間居た後に、母の胎内に入ったような気がする。

○空腹感や寒暑を感じることはなく、夜も暗くは感じなかった。どんなに歩いても疲れることもなかった。翁の側に居れば、何

も恐くはなかった。

○死後6年目に生まれ変わったというが、あの世で過ごした時間はわずかだったと感じる。

【胎内記憶】

○母の胎内で、どこかは知らないが、母が遠い所へ出掛ける話を父としていた（これは夫婦しか知らない話で、貧困のために母

が江戸に奉公に出る相談だった）。

○妊娠中の母が苦しんでいると気付いた時には、腹中で側らに寄ることもあった。

○臨月（臨産）の時は、全く苦しいことはなかった。

○以上のほかにも、4-5歳まではよく覚えていたが、徐々に忘れてしまった。

★勝五郎の記憶は8歳に語られ記録されたものだったが、5歳以降に徐々に記憶は薄れたであろうし、また、程久保村にも藤

蔵やその家族を知る者も次々と亡くなっていったであろう。

・8歳の勝五郎が姉・兄に前世のことを話しかけなかったら、また、姉や兄が家族に教えなければ、

・勝五郎と添い寝していた祖母つやが、勝五郎から詳しい話を聞いて行動を起こさなかったら、

・家族がみな、勝五郎の話を無視したら、

勝五郎生まれ変わり物語は、歴史の闇に葬られていたかもしれない。

■家蔵本『勝五郎再生記聞』

【作者】平田篤胤作。羽田野敬雄補。
た か お

【年代】文政6年6月奥書。江戸末期書。大正4年朱筆。

【備考】分類「雑史」。文政5年11月、武蔵国多摩郡中野

村の百姓、源蔵の息子として生まれた勝五郎が、兄

や姉に対して「もと程窪村・藤蔵の生まれ変わりであ

る」と語った輪廻転生の話を平田篤胤が直接取材し

てまとめた書。羽田野敬雄は幕末・明治の国学者。養

家を継ぎ三河羽田神明社・八幡社の神職となり、平田

篤胤に学ぶ。嘉永元年羽田八幡社境内に文庫を設立

して和漢の典籍1万余巻を収集（近代的図書館活動の

先駆者）。明治元年皇学所御用掛。明治15年6月1日死

去。85歳。三河出身。本姓は山本。通称は常陸、栄木。
さ か き

家蔵本巻末には、羽田野敬雄が三河国加茂郡松平村

（現・豊田市）の高月院で聞いた奇談（山伏風の異人

による子供の神隠し）を付す。
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第2部 江戸の胎教論

○現代の胎教──インターネットや辞書の説明

・妊娠中のお母さんがいつもお腹の中の赤ちゃんの事を思って、心穏やかに過ごし、胎児によい影響を与えられるように努め

ること。

・お母さんが妊娠生活を楽しみリラックスすることと、赤ちやんとのコミュニケーションを大切にすること。

・赤ちゃんになる前の母子の対話こそが、胎教の原点。

＊日本国語大辞典 → 妊娠中、妊婦が精神的・心理的安静を保ち、修養につとめて、胎児によい影響を与えるようにすること。

＊広辞苑 → 子が母の胎内にある時、妊婦が修養につとめて胎児によい感化を及ぼそうとすること。

○胎教の歴史（中国・イギリス・韓国）

【中国】 約2200年前～

＊長谷部英一「中国における胎教の思想」（『技術マネジメント研究』4号、2004年）ほか参照

著 者 年 代 書 名 胎 教 論

？ 秦～前漢初期 胎産書（仮称） ①妊娠3カ月までは男女の区別がない → 男女産み分け（男児＝弓矢を側に置き、

（前165年以前） ＊中国最古の産科書 オスの動物（雉・馬・虎）に触れる。女児＝髪飾り・耳飾り・宝石を身につける）

賈誼 前漢 賈子新書（賈誼新書） ②昔の王后は妊娠7カ月で部屋に籠もって諸官が側に控え、妊娠3カ月目から適切な
か ぎ し ん じ ょ

（前200-168） （巻10 胎教） 音楽や料理に制限。

＊「胎教」の語の初出 ③周の王后は妊娠後立ち居を慎み、怒らず罵らなかった。これが胎教である。

劉安（淮南王） 前漢 淮南子 ④兎を見れば三つ口の子が生まれ、麋（トナカイ）を見れば四つ目の子が生まれる。
わいなんおう え な ん じ び

（前179-122） （巻16 説山訓） ＊日本には平安初期に伝来し、この説が広まる。

戴徳（大戴） 前漢 大戴礼記 ○古来は妊娠3カ月から胎教に専念。＝②
だ た い だ た い ら い き

（前86-49） （保傅第48） ○胎教は人の道の始めであり、何者にもまさる至上の宝。
ほ ふ

劉向 前漢 列女伝（古列女伝） ⑤周の太任は妊娠後、目に悪色を見ず､耳に淫声を聞かず､口に敖言を出さないよ
りゅうきょう たいじん ごうげん

（前77-6） （母儀伝） うに努めた結果、文王は生来聡明で、後に周の始祖となった。太任は胎教を成し遂げ

た。＝③

⑥昔の妊婦は、寝る時に横向きにならず、座る時も姿勢正しくして体を傾けず、立つ

時も片方にもたれかからず、刺激の強い物や味が偏った物、肉の割き方が雑で切り

目の悪い物を食べず、曲がった敷物には座らず、邪淫な物を見聞きせず、夜間には

楽人に良い詩を歌わせ、正しい事を語らせて聞いた。このように気をつけて過ごせば、

容姿が端正で人に優れた才能を持つ子を産むことができる。

⑦子どもが父母に似るのは、母体の五感がそのまま胎児に伝わるからである。

劉子澄 淳熈14年 小学 ○昔は婦人が妊娠すると、寝る時にはまっすぐになり横向きにならない。…このように
りゅうしちょう じ ゅ ん き

（1187） （内篇立教第1） 気をつけて過ごせば、容姿が端正で人に優れた才能を持つ子が生まれる。＝⑥

（内篇稽古第4） ○周の太任は立派に胎教を成し遂げた。＝⑤

【イギリス】 16世紀～

＊寺崎弘昭「17世紀イギリスにおけるヨーロッパ胎教論の一水脈」（東京大学教育学部紀要・第34巻、1994年）参照

トマス・トライオン 1695年 子どもたちの教育に ○妊婦は、①適当な味覚の素朴な飲食、②熱い食物を控える、③蕪や人参などの根

Thomas Tryon 関する新しい方法 菜類を避ける（熟していない果物やオレンジ・レモンなど酸っぱいものも禁忌）、④適量

（1634-1703） （A New Method of の食事、⑤適度な身体活動、⑥情念の抑制（穏やかな心持ち）を心掛けるべき。

Educating of ○人間の教育・改善・完成の全ては、女性たちの管理と良き指導に依存 → 女子教

Children） 育こそが人間教育の要

【韓国】 19世紀～

＊朝鮮新報（2009.2.27）「世界で初めて胎教の重要性を説いた」（KBS WORLD Radio 2013.5.30）参照。
？ ？ ？

李師朱堂 朝鮮王朝末期 胎教新記 ○胎教は家族全員が心得るべきで、家族は妊婦を保護しなくてはならない。

（ｲ･ｻﾝｼﾞｭﾀﾞﾝ） （1800頃） ○妊婦とともに夫も「心の修養」と「胎教」に努めねばならない。

○生後10年の師匠の教えよりも母胎での10カ月の胎教が重要であり、それよりも父の

「生みの1日」がさらに重要。 → 朝鮮の俚諺「父が生み、母が育て、師が教える」
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○江戸時代の胎教論の展開

【日本の胎教論と父道】 10世紀以降

著 者 年 代 書 名 胎 教 論

1. 丹波康頼 永観2年（984） 医心方 ○妊娠2カ月目は辛い物や生臭い物を食べずに、静かな場所に居て、夫は妊婦に力
い し ん ぽ う

（巻22） を使わせないように気をつけるべきである。

＊現存最古の医学書 ○妊娠3カ月では男女の区別がなく、妊婦が見たものによって変化する。＝①
（1984年、国宝） ○妊娠中の行住坐臥の心得（心持ち、住居、姿勢、歩行、就寝、五感、感情等）＝⑥

○生まれる子が愚かだったり、傷があったり、醜かったりする原因は母親にある。

○太任の胎教により文王が聖王となった故事＝⑤

2. 曲直瀬道三 天正2年（1574） 啓迪集 ○妊娠中の行住坐臥の心得。胎教を守れば、生まれる子が幸福・長命で、人情に厚
ま な せ ど う さ ん けいてきしゅう

（巻7） く、忠義・孝行・賢明になる。そうでないと、賤しく、短命で、愚かである。＝⑥

＊以下、江戸時代

3. 中江藤樹 正保4年(1647) 鑑草 ○太任の胎教により文王が聖王となった故事＝⑤

刊 (4巻 教子報) ○胎教は母の心持ちと身の行いにある。その心持ちは、慈悲と正直を本にし、かりそ

めにも邪念を起こしてはならない。以下、妊娠中の行住坐臥の心得＝⑥

4. 北村季吟 明暦元年(1655) 仮名列女伝 娰○三母（太姜・太任・太 ）の事跡、太任の胎教＝⑤
たいきょう たいじん た い じ

跋 (巻1「六、周室三母」) ○胎教と、その結果、子どもの容姿が良く、才徳も人に優れる。＝⑥

○妊娠後は必ず感ずる所を慎む。母が良く感じれば胎児にも良く、母が悪く感じれば

胎児にも悪い。子が父母に似るのは、母が物に感じた結果。＝⑦

5. 中村惕斎 寛文元年(1661) 比売鑑 ○子育ては胎教から始まる（『大戴礼記』『列女伝』を紹介）。母の行いや心が正しく素
てきさい ひ め か が み

序 (述言編第1) 直であれば、優れた容姿・才徳の子が生まれる。＝⑥

○母の心の善悪が胎児に伝わり、子の本性となる。 ＝⑦

6. 山鹿素行 寛文3年(1663) 山鹿語類 ○『列女伝』の胎教のように、胎児は母の感ずる善悪をそのまま受けるので、妊婦は

頃 (巻16 父子道) 心の動き（七情）や気の動きを抑制すべき。必要以上に物事を気にしすぎたり、また、

望んではならない事を強いて願って心を労するのは良くない。＝⑤⑥⑦

★婦人が妊娠したら、まず胎教を慎むべきである。【「父子道」で胎教を強調】

7. 稲生恒軒 延宝8年（1680） いなご草（螽草） ○子育ては胎教から始まる。胎内では母と子は一気で、母の心持ちや身持ちがその

以前作、元禄3 (第1 胎教) まま胎児に映る。子の悪心・悪行は妊娠中に母親が慎まなかった結果。＝⑦

年刊 ○懐妊と気づいたら、万事にわたって心の慎みを深くし、少しの悪念も持たないように

気をつけ、口で言う事も手足でなす事もいずれも過失のないようにして、出産の時を

待たねばならない。これを胎教という。＝⑥

○妊娠中でも、常に適度に立ち働き、再々居眠りするようなことはせず、時々晴れや

かな所に出て行って、遠くを眺めて気分を朗らかにし、心を慰めるのがよい。貴婦人は

室内に閉じこもり、外界の景色を眺めるなどの気分転換をしないため、難産が多い。

○妊娠中の性行為を慎まないと、子どもの心身の奇形、多病、暗愚につながる。

○『列女伝』太任の故事（出典明記せず）＝⑤

○『小学』胎教説（行住坐臥、飲食、見聞、発言）＝⑧

★読書では『大和小学』『鑑草』を推奨し、『源氏物語』を禁止。

8. 村上逝門 元禄2年(1689) 婦人養草 ★女性が守るべき道の中で最も重要なのが「産養の法」である。

刊 (第1巻) ○古代中国では妊婦は出産までの間、行住坐臥や飲食などを慎み、五感に邪悪な

ものを避けて、もっぱら聖人君子の書物を読んで胎教を心掛けるのが本来の道であ

るから、『女論語』『大和小学』などを読んで、わずかの邪念も持たぬようにせよ。また、

古代中国では産所で盲目の女性に「周南の詩」を歌わせて妊婦がそれを聞いたよう

に、夜には詩を聞かせるべき（日本は音曲に相当）と『列女伝』にある。…子育てには

まず母の心持ちが重要＝⑥

★同時に、父の慎みも不可欠。父母ともに胎教をよく守れば万全。

○太任の胎教により文王が聖王となった故事＝⑤

鈌○兎を食べると 唇に、狗を食べると子どもの声が枯れたり、唖者になる（以下、食物
い ぐ ち

による胎児への影響を列挙。また、男子産み分けの法を掲載）。＝④

9. 香月牛山 元禄5年(1692) 婦人寿草 ○『列女伝』の妊娠中の行住坐臥の心得＝⑥

刊 (3巻「十、胎教の説) ★胎教とは「その身を正しく直にして胎気を休んずる教え」。

○太任の胎教により文王が聖王となった故事＝⑤
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○容貌端正で心行正直な子を欲すれば、妊婦は常に言行を正さなくてはならない。

男子が欲しいなら常に弓矢を帯び、女子が欲しいなら常に玉の飾りを身につけよ。美

しい子が欲しいなら、常に白玉を帯びて醜婦や片輪者を見てはならない。賢い子が欲

しいなら、詩書などの聖賢の書を読むが良い。＝①

★妊婦は寡欲が必要である。情欲が動くと血気が盛んとなって胎気に動揺を与える。起

居・七情を乱すのも欲が原因である。ましてや男子と寝て性欲を増してはならない。妊娠

後は男子と寝床を別にせよ。隣家の異変も胎児に影響する。…

○妊婦は火災時に火を見てはいけない。心が動揺して胎児に悪影響を及ぼし、子ど

もに必ず赤痣ができる。

★妊婦はみだりに服薬せず、飲食に十分気をつけ、大酒や針灸を控え、常の場所でない

所で大小便をせず、重い物を持ち上げたり、高い所に肘を伸ばして物をとったりせず、高い

所に登ったり、険しい道を歩いたりしてはならない。さもないと、早産や難産の憂いが生じる。

10. 苗村丈伯 元禄5年(1692) 女重宝記 ★懐妊中は一層仏神を信心せよ。生まれる子の才智が賢く、安産となる。
な む ら

(巻3 懐妊の巻、子そ ★妊娠4カ月目より、特に食物に気をつけて邪味を避け、胎教を始めよ。

だてよう) ○妊娠10カ月間は心身の慎みが第一。 → 『列女伝』の妊娠中の心得＝⑥

11. 成瀬維佐子 元禄7年(1694) 唐錦 ○『列女伝』の妊娠中の行住坐臥の心得＝⑥

寛政12年(1800) (4巻「女則」胎養第7) ★「薬師の文」による逐月胎養論 → 1-2月は立居や心持ち、食事に気をつける（一風

刊 変わった妙な物、悪しき色、悪しき香、悪しき音に触れない。また、驚いたり、騒いだり、悲しん

だり、嘆いたりしない）、3月はさらに慎み七情を制御し、穢らわしいものを見聞きしない、4-5

月は気を静め立居を静かにし、6月は食当たりに気をつけ、7月は大声の話や泣き笑いを

避け、8月は生物や生臭い物を食べず、9月は心を整え胎児の才智に良い影響を及ぼし、

生物や熱い物を食べず、暖炉や暖めた衣を着ない。

★妊娠・出産は生物の宿命であり病気ではないので、極力、薬を服用すべきではない。貴

人に難産が多いのは、全てが思い通りで身を安楽に過ごすから。

★難産、産後の病弱、異常出産は母の心掛けが悪いためで、女性最大の恥。

○医書は胎児の形が備わる3月より胎養を説く。行住坐臥を静かにし、適切な就寝を

し、長時間の立位や高い所への伸び上がり、長時間の裁縫を避け、体温調節に気を

つけ、異様な物に触れたり、邪悪な物を見聞きしたりせず、驚き騒いだり悲しみ嘆いた

りせず、心楽しく、身を奮い立たせ、飲食を薄味にし、身体に触れる物を清浄にし、蘭や

香木などの良い臭いをかぐことが大切。産前・産後は火を動かすべきでない。＝①

★妊娠中に胎養に努めないと、難産や、子どもの短命・多病につながりやすい。

○産後の礼 → 『礼記』を引用。

○姜源、『源氏』の女三宮、高倉院中宮の御産、『列女伝』太任の故事等＝⑤

★乳母の選び方、母の養育心得（「七分の食、三分の寒」「中らずと雖も遠からず」）

12. 霊潭 享保15年(1730) 〈教訓〉日用学則 ○父母たる者は妊娠した月から、自らの心持ちや身持ちに気をつけるべきで、これを
れいたん

寛政6年(1794) (上巻) 胎教と言って、中国では幼少のうちにこれを教える。

刊 ○『列女伝』の妊娠中の行住坐臥の心得＝⑥

○妊娠後は夫婦は一緒に寝ず、酒肉五辛を避けるべきだが、支障が多ければ、出産

前の2、3カ月だけでもそうせよ。

○嫉妬・我慢・瞋恚などの悪念や、殺生・偸盗・邪淫・妄語・悪口などの悪行をやめ、十

分に慎んで神仏信心すれば、安産で、生まれる子も端正で聡明になる。…

13. 常盤潭北 享保19年(1734) 民家童蒙解 ★中国では、婦人が懐妊すると、すぐに善い師を選び、善言を聞かせ、これを「胎教」と言
と き わ た ん ぽ く

＊元文2年(173 (下巻之二「教育」上) うが、日本ではこのようなことを聞かない。

7)刊 ○人は父の性を受け、母の質を受けて生まれるが、懐妊中は母の身を離れることがない

ため、多くの場合、母の心を移すものである。＝⑦

★妊婦の喜怒哀楽や善悪の心の動きが子の気質となるから、妻を選ぶには、容姿よりも

その気心を重視すべきで、娘の気心を知るには母の気心を見ればよい。

○妊娠中の性交は慎むべきで、乳母・子守は必ず吟味せよ。

14. 林子平 天明6年(1786) 父兄訓 ○胎教とは、胎内にある時から教えることで、要は、妊婦の心持ちを正すこと。妊娠中

序 に気を詰めて窮屈な辛い思いをするのではなく、大食・大酒、淫乱・不作法、遊山・見

安政3年(1856) 物、遊びや淫奔な踊り・長唄を避けて身持ち正しくせよ。

刊 ○母の気がただちに胎児に伝わる。母の身持ちが正しければ、子どもは必ず聡明で

正直になる。これは母子感応、自然の妙である。＝⑦

★このように胎教には十分な道理があるため、女性は胎教を知らなくてはならないが、胎

教を女性に教えるのは父兄の役目で、これこそ道を知った父兄と言えよう。
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15. 中村弘毅 文化4年(1807) 父子訓 ○親の真実の慈愛は胎教から始まる。『列女伝』の妊娠中の行住坐臥の心得＝⑥

序、文化8年刊 (上巻 父之部) ★すでに幼児を持つ親は、胎教をしなかったことで子育てが手遅れと思う必要はない。幼

いうちにきちんと育てれば、その子にとって大きな幸せである。多少年月が経っていても子

どもの教育を放棄してはいけない。

16. 知足庵 文化12年(1815) 下民小学（農家大学・ ★妻が妊娠したら、夫は古人の教えの通り、夫婦が間を隔てて臥し、女房の食事等を特に

文政13年(1830) 民家学要） 吟味し、立ち居や言語にいたるまで物静かに教えるべきである。胎教と言って、子どもが

改題 （第4条） 胎内にある時、夫婦の教えが正しければ、生まれる子も必ず聡明であると君子の金言に

あるので、これを怠るな。

17. 松寿軒 文政12年(1829) 姙娠心得記 ★妊娠のたびに子どもが育たない女性がいる。これは、(1)下腹や子宮の寒気が強いため

に胎児が育たない、(2)飲食が不適切なため流産する、(3)房事を慎まず身持ちが悪いた

め病弱に生まれるからである。…これらは皆、母が妊娠4、5カ月目頃の慎みや飲食・養生

への心がけが悪いからである。…とかく妊娠4、5カ月頃を大事な時と心得て万事慎むが

良い。7、8カ月からは飲食の慎みを守れば胎毒は起こらない。繰り返すが、4、5カ月は「人間

一作大切の苗代の時」である

○房事（性行為）の慎みや、極端な驚きや喜怒哀楽など妊娠中の心得＝⑥

○妊娠中に、妊婦が腹を立て、物事を思い詰め、癇癪が強い時は、生まれる子どもも

短慮でわがままになる。母の気を受けて子の善悪が決まる。…母の心得が悪く、無理

非道にして堪忍が無ければ、その子も無理非道で、親のみならず先祖の名まで汚す

程の子が生まれ、成人後に泣く親が多い。諺に「氏より育ち」と言うが、育ちとは誕生後

だけでなく、胎内からの育ちが基本になる。＝⑦

○妊婦の心が正しく、十分慎めば、その子は知恵才覚が人に優れ、孝行に厚く、五常

正しく、人に敬われ、立身出世の人になる。全て母の心から始まる。＝⑥

★このように母の心掛け次第なので、妊娠中は『女大学』『智恵鑑』などの書物を読んで

慎むことが第一である。同様に、夫も『孝経』『四書』や童子向けの往来物を読むべきであ

る。胎内の育ちが根本で、生まれてからの育ちは枝葉末節である。

18. 宮負定雄 天保2年(1831) 民家要術 ★妊娠中の禁忌には、火災、火葬、喧嘩、あやつり芝居などがある。海老を食えば胎児の
み や お い や す お

(上巻第4「妊娠」) 足が絡み、生姜を食えば六指の子が生まれる。

★『父兄訓』の胎教説を丸々引用 → 「読書の巻」でも庶民の読むべき書に推薦

19. 平野元良 天保3年(1832) 病家須知 ○昔から胎教といって胎内より子に教えるというのはもっともである（以下、『列女伝』

(前編4巻) 同様の胎教説）。こうすれば、産前後の病気もなく、生まれる子も容姿端麗で、知恵・

才覚に優れた者になるのは、母の身持ちの正しさに感じて、胎児が形をなし、魂を発

するという自然の道理のゆえである。＝⑥⑦

★今は、昔のような胎教はせずとも、胎内の子は必ず母の気性に似るということを常に忘

れずに身を慎み、心を戒めれば、昔の胎教の一端も修得できよう。胎教も「天地自然の道

に従って身を修め、心を正す」ことにほかならない。

○『下民小学(農家大学･民家学要)』が説く父親の心得（6カ条）

・知足庵作、玄水堂書。改題本が多い。農家児童向けの心得33カ条で、冒頭6カ条は、主に父親の心得。

第1条 男子たる者は、良い妻を選べ

○男子は、家の治め方を身につけるのが最優先だが、その中で最も重要なのが、良い妻を選ぶことだ。

○妻は家柄や人柄で選ぶべきで、容姿やその家の経済力で選ぶのは浅はかである。

○妻の人柄が悪ければ、当てにした持参金もすぐに使い果たしてしまい、ついには離縁となる。だが、この持参金の穴埋めに他

の財産を当ててはならない。

○結婚後に後悔して再婚を願うのは親族不和の元となり、笑止千万である。

第2条 妻をこき使うな

○妻は家内を預かる役割である。武家の奉公人のように、決められた仕事以外は、妻を自分の思い通りになるものと思って、四

六時中こき使ってはならない。

○わずかな事に妻をこき使うと、人手不足から家内の衣類･食事が調わなくなり、自然と家業にも支障をきたすだけでなく、妻



9

は心身ともに疲れ果て、夫の気付かない所で昼寝をし

たり、仮病で朝寝をしたりするようになり、万事間に合

わなくなり、ついには家内で口論となる。以上は全て、

夫の不心得が原因である。妻も家来も、その人の相応･

不相応をよく吟味し、思いやりをもって使えば、必ず家

は斉うものだ。
ととの

第3条 自分の親より婿･嫁の親を大切にせよ

○婿や嫁の両親には子孫相続の恩があるので、自分の

親よりも大切にし、年始年末や時候の礼儀･音信･贈答

を丁寧に行い、怠ってはならない。

○このように心懸ければ、婿･嫁も、自然と自分の親を大

事にするようになる。

第4条 夫自身が胎教を実践し指導せよ

○妻が妊娠したら、古人の教えのように別々に寝て、妻の

食事などをよく吟味し、立居振舞や言葉遣いを物静か

にすることを妻に教えるべきである。

○これは胎教と言って、「妊娠中の夫婦の教えが正しけ

れば、生まれてくる子供は必ず聡明となる」という君

子の金言をよく守り、怠ってはならない。

第5条 赤子は親の真似することを肝に銘じ、父親は万

事正直に正しくふるまえ

○赤子が物音に驚いて泣き、楽しいことを見て笑い、美

味しいものを食べたいと望むのは、赤子が生まれなが

らに智恵を持っているからである。

○幼児にわずかの嘘を言ってなだめすかすのは、嘘や盗

みを教えることと同じであるから、慎むべきである。

○父親が短気に任せて家族に暴言を吐けば、必ず親不

孝な子供に育つ。父親はこの事を十分慎んで物静かに

し、家族や家来に情をかけ、一家が和睦するように努め

よ。

第6条 子供には学問をさせ、正しく育てよ

○子孫に残すべき宝は学問である。学問をして人の道を

守れば、決して悪に陥らず、子孫が繁栄する。

○幼時の教育がないため成長後は親の言うこと聞かず、

長年貯えた財産を一瞬にして失う。

○学ばせて非道になるのは子の罪だが、学ばせずに非

道にするのは親の罪であり、子を愛する道を知らない

からである。幼時より良師につけ、修身斉家の道を学ば

せることが大切である。

第20条 子供を我が侭に育てるのは、わが家に盗賊を

養うようなもの

○愛に溺れて我が子を教育せず、我が侭に育てるのは、家内に盗賊を飼い育てることである。

○外からの盗賊は防いでも、家内の賊は防ぎようがない。一家の主が身を慎まず、酒色に耽って家を乱せば、ついには破産す

る。実際、外から入る盗賊は稀で、日々家内より勝手に財産が盗み出される、これは恐るべきことだ。



10

2021年9月4日 日野市郷土資料館講演

○『養育往来』が説く子育ての秘訣（抜粋）

・小川保麿作･書。天保10年（1839）作､天保15年刊。

第1条 子育ての失敗は親の責任

○幼少から体に染み込んだ気随は、容易に直すことがで

きない。最初に墨で染めたものを急に白くしようと望

んだり、初め左へ曲げた植木を年月を経た後に右へ曲

げようとしたりするのと同じで愚かなことだ。そのう

え、親がきちんと子育てをしなかったことを棚に上げ

て子供を折檻し、親子喧嘩の果てに子供が家出し勘当

に及ぶなどは実に嘆かわしく、悲しいことではないか。

第2条 まずは親の姿勢を正すべし

○子供を教育したいと願うのなら、まず親自身の身持ち

を正し、奢りを慎み、万事倹約を心掛け、分相応を考え、

常に質素に育てるべきである。

○子供の教育には、親の身持ちを正しくすることが肝心

である。

第4条 早く善悪を教え、悪を厳しく戒めよ【先入主】

○子供は善悪ともに染まりやすく、育て方でどのように

もなる。

○子供は物事に心が移りやすく、白糸が色に染まるよう

に、見た通りの真似をする。だから、子供の良い行いは

ずいぶんと誉め、悪いことは堅く戒めなくてはならな

い。

○幼時より善い道を厳しく教え諭すべき、悪事を堅く禁じ

よ。

○4、5歳から添え木をして、浸りに繁らさず、勝手気侭な

悪い枝葉が蔓延らぬよう、不行跡や我侭をさせずに、「それはそうしないもの。これはこうすべきもの」と一々申し聞かせよ。
は び こ

○横着・無道の悪行を少しも許してはならない。何事によらず悪い行いがあったら、厳重に戒め、二度と繰り返させてはならな

い。

第6条 礼儀作法をしっかりと教えよ

○8歳からは行儀を教える。門戸の出入り、食事中や就寝時、また来客時や歩行中の礼儀など各場面で挨拶できるようにする。

何事も年長者に後れるようにし、祖父･祖母･父母･兄･姉など年上を尊び敬う道を教えよ。また、嘘偽り、善悪を隠すこと、食
お く

べ物に口賤しいことがないように堅く戒めよ。以上が第一の教えである。

第10条 子育ては試行錯誤の連続。誠の心で向き合え

○誠意をもって考えれば、目的にぴたりと合致しないまでも、大きな見当違いにはならない。子を養うことを学んでから結婚す

る女性はいないが、親子の心というものは自然と通い合うものだ。

心誠に之を求むれば､中らずと雖も遠からず。子を養うことを学んで､而して后に嫁する者は未だ有らざる也。
あ た しこう の ち い ま

まとめ

①江戸の胎教を見直す（母子一気、胎教と父母の心得）

②胎教と父親の関係（林子平「胎教は夫が妻に教えるもの」）

③子供に子育てを教えた時代（『下民小学』が教える父の心得、『養育往来』の子育て論）


